
 

 

香芝市告示第９２号 

 香芝市消費者安全確保地域協議会設置要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

  令和８年４月１日 

                                           香芝市長 三 橋 和 史 

   香芝市消費者安全確保地域協議会設置要綱の一部を改正する要綱 

 香芝市消費者安全確保地域協議会設置要綱（令和７年告示第１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の現行欄に掲げる規定を、同表の改正案欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。 

改 正 案 現   行 

（所掌事項） （協議会の事務等） 

第２条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。 第２条 協議会は、次に掲げる事項に関する協議を行うものとす

る。 

(１) 消費者安全の確保のための消費者の実態の把握及び情報

の共有に関する事項 

(１) 消費者安全の確保のための消費者の実態の把握及び情報

の共有 

(２) 要配慮消費者の見守り等に関する事項 (２) 要配慮消費者の見守り等 

(３) 消費者被害の防止の推進に関する事項 (３) 消費者被害の防止の推進 

(４) その他消費者安全の確保に関し必要と認める事項 (４) その他消費者安全の確保に関し必要と認められること。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

（構成員） （構成員） 

第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 

(１)～(４) ［略］ (１)～(４) ［略］ 

(５) 香芝市南地域包括支援センター  

(６)・(７) ［略］ (５)・(６) ［略］ 

(８) 社会福祉法人香芝市社会福祉協議会 (７) 香芝市社会福祉協議会 

(９) ［略］ (８) ［略］ 

(10) 消費者行政に関する事務を所掌する課室 (９) 市民環境部商工観光課 



 

 

改 正 案 現   行 

(11) 包括的支援事業に関する事務を所掌する課室 (10) 健康福祉部介護福祉課 

(12) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（（平成17年法律第123号）に基づく福祉に関する事務を所

掌する課室 

(11) 健康福祉部社会福祉課 

(13) 地域安全活動の推進に関する事務を所掌する課室 (12) 危機管理課 

(14) ［略］ (13) ［略］ 

（会長） （会長等） 

第４条 協議会に、会長を置く。 第４条 協議会に会長を置き、消費者行政に関する事務を所掌する

課の長の職にある者をもって充てる。 

２ 会長は、消費者行政に関する事務を所掌する課室の長をもって

充て、会務を統括する。 

 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ

会長が指名する者がその職務を代理する。 

２ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ

会長が指名する者がその職務を行うものとする。 

（会議） （会議） 

第５条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が必要に

応じて招集する。 

第５条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、

その議長となる。 

２ 会議の議長は、会長をもって充てる。  

３ 会議は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができな

い。 

２ 会議は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができな

い。 

４ ［略］ ３ ［略］ 

５ 会長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者を

出席させ、意見又は説明を求めることができる。 

 

 （意見の聴取等） 

 第６条 会長は、必要があると認めるときは、会議に構成員の関係



 

 

改 正 案 現   行 

者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。 

（秘密保持義務） （秘密保持義務） 

第６条 ［略］ 第７条 ［略］ 

（庶務） （庶務） 

第７条 協議会の庶務は、消費者行政に関する事務を所掌する課室

において処理する。 

第８条 協議会の庶務は、消費者行政に関する事務を所掌する課に

おいて処理する。 

（その他） （その他） 

第８条 ［略］ 第９条 ［略］ 

   附 則 

 この要綱は、公布の日から施行する。 

 


